
令和三年デジタル庁令第⼆号
デジタル庁聴聞⼿続規則

⾏政⼿続法（平成五年法律第⼋⼗⼋号）第三章第⼆節の規定を実施するため、デ
ジタル庁聴聞⼿続規則を次のように定める。

（趣旨）
第⼀条 内閣総理⼤⾂⼜は法律の規定に基づき内閣総理⼤⾂から権限を委任された
所部の職員が⾏う不利益処分に係る聴聞の⼿続については、他の法律及び法律に
基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この庁令の定めるところによ
る。

（⽤語）
第⼆条 この庁令で使⽤する⽤語は、⾏政⼿続法（平成五年法律第⼋⼗⼋号。以下
「法」という。）で使⽤する⽤語の例による。

（聴聞の期⽇の変更）
第三条 ⾏政庁が法第⼗五条第⼀項の通知（同条第三項の規定により通知をした場
合を含む。）をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合に
は、⾏政庁に対し、聴聞の期⽇の変更を申し出ることができる。
２ ⾏政庁は、前項の申出により、⼜は職権により、聴聞の期⽇を変更することが
できる。
３ ⾏政庁は、前項の規定により聴聞の期⽇を変更したときは、速やかに、その旨
を当事者及び参加⼈（その時までに法第⼗七条第⼀項の求めを受諾し、⼜は同項
の許可を受けている者に限る。）に通知しなければならない。

（関係⼈の参加許可の⼿続）
第四条 法第⼗七条第⼀項の規定による許可の申請については、関係⼈は、聴聞の
期⽇の⼗四⽇前までに、その⽒名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利
害関係を有することの疎明を記載した書⾯を主宰者に提出してこれを⾏うものと
する。
２ 主宰者は、関係⼈の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に
通知しなければならない。

（⽂書等の閲覧の⼿続）
第五条 法第⼗⼋条第⼀項の規定による閲覧の請求については、当事者等は、その
⽒名、住所及び閲覧をしようとする資料の標⽬を記載した書⾯を⾏政庁に提出し
てこれを⾏うものとする。ただし、聴聞の期⽇における審理の進⾏に応じて必要
となった場合の閲覧については、⼝頭で求めれば⾜りる。
２ ⾏政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やか
に、閲覧の⽇時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合に
おいて、⾏政庁は、聴聞の審理における当事者等の意⾒陳述の準備を妨げること
がないよう配慮するものとする。
３ ⾏政庁は、聴聞の期⽇における審理の進⾏に応じて必要となった資料の閲覧の
請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき（法第⼗


